
国民健康保険加入者の方へ

を実施します半額助成半額助成半額助成半額助成人間ドック・脳ドック費用人間ドック・脳ドック費用人間ドック・脳ドック費用人間ドック・脳ドック費用の

半田市医師会健康管理センター以外で受診する場合半田市医師会健康管理センター以外で受診する場合

③申請・請求書
　　　 の提出

④助成決定
通知書の送付

⑤助成金振込
②結果返却

申請・受診の流れ①～⑤半田市医師会健康管理センター以外の医療機関

●助成申請・請求書 （様式は役場窓口または町ホームページから入手できます）

●検査医療機関名と対象者名が明記された人間ドックなどの費用に関する領収書の写し
●人間ドックなどの検査結果の写し
　（町が指定する項目が全て必要となります。詳しくは役場で配布するチラシまたは町ホームページをご確認ください）

●標準的な質問票 （人間ドック受診者のみ。様式は役場または町ホームページから入手できます）

●申請者名義の振込口座の分かるもの
●本人確認書類 （マイナンバーカード・運転免許証など）

申請・請求時の必要書類・持ち物

申請・請求期限

助成種類

詳しくは役場で配布するチラシ・町ホームページをご覧ください。詳しくは役場で配布するチラシ・町ホームページをご覧ください。

●人間ドック　　●脳ドック
※ 脳ドックは2年に1回の助成となります。
※ 人間ドック・脳ドック両方受診した場合も助成の
　対象となります。

対象（次の条件の全てを満たす方）
▽町国民健康保険に加入中の方
▽40歳～74歳（昭和26年4月1日～昭和61年3月31
日生まれ）の方
▽国民健康保険税を滞納していない世帯の方
▽入院または妊娠していない方
▽令和7年度の特定健診を受診しない方
　（人間ドック受診者のみ）
▽令和6年度に脳ドックの助成を受けていない方
　（脳ドック受診者のみ）

助成上限額
●人間ドック
【男性】1万9,250円　【女性】2万1,450円
（女性は、乳がん・子宮頸がん検査を含む）
※ 検査項目のうち下記の検査を受診しなかった場合
　は、下記の金額を上限額から控除します。
▽胃がん検査　2,750円
▽乳がん検査・子宮頸がん検査　各550円
（乳がん・子宮頸がん検査のどちらも受診しなかった
場合は、2,200円）
●脳ドック　1万6,500円

助成人数
▽半田市医師会健康管理センター　約280人
▽それ以外の医療機関　約30人

受診者

令和８年３月３１日（火）　※ 郵送申請の場合、令和8年３月３１日（火）必着

①受診
全額自己負担で
支　払
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検査会場
半田市医師会健康管理センター

（半田市神田町1丁目1）

《注意》
電話予約は
4月15日（火）
午前9時
からです

自身で半田市医師会健康管理セン
ター【☎(27)7887】に電話予約を
した後、役場へ「助成申請書」を提
出してください。申請後に役場か
ら送付する「助成決定・一部決定通
知書」が受診時に必要です。

■問い合わせ先　住民医療課医療年金係　☎(48)1111(内1116)

検査項目

実施期間

●助成申請書
　（様式は役場窓口または町ホームページから入手でき
ます）

●本人確認書類
　（マイナンバーカード・運転免許証など）

5月19日（月）～令和8年2月28日（土）

《人間ドック》
●診察●身体計測●眼底検査●眼圧検査
●尿検査●糞便検査●血液検査●聴力検査
●血圧測定●肺機能検査●心電図検査
●胸部Ｘ線検査●胃部Ｘ線検査
●腹部超音波検査●前立腺がん検査（男性）
●子宮頸がん検査・乳がん検査（女性）
《脳ドック》
●ＭＲＩ（頭部の断層撮影）
●ＭＲＡ（頭部・頚部の血管撮影）
※ 体内に金属がある方は受診できないことが
あります。

申請時の必要書類・持ち物

半田市医師会健康管理センターで受診する場合半田市医師会健康管理センターで受診する場合

申請・受診の流れ①～⑤半田市医師会健康管理センター

②助成申請書
　　　の提出

③助成決定
通知書の送付

⑤結果返却

①受診の予約

④受診
自己負担額
支　払

半田市医師会
健康管理センター

予約時間
　（平日）午前９時～午後５時
電　　話　
　（２７）７８８７

役場
住民医療課受診者

▲町ホームページ
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ＳＤＧｓ17の目標
12.つくる責任　つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

校了日　4 月 4 日　厳守 修正指示　3 月　　日　　時まで 校了日　4 月 4 日　厳守 修正指示　3 月　　日　　時まで




